
 

 

 

平成 31年 第１回芸西村議会｢臨時会｣議事日程 
     

平成 31年３月 28日 

   
日程第１ 会議録署名議員の指名 

   
日程第２ 会期の決定 

   
日程第３ 議案第 23号 平成 31年度芸西村一般会計補正予算（第１号） 

   
日程第４ 議案第 24号 工事請負契約の締結について 
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番号 出欠 番号 出欠 番号 出欠

1 ○ 2 ○ 3 ○

4 ○ 5 ○ 6 ○

7 ○ 8 ○ 9 ○

10 ○

地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職・氏名

職務として出席した者の職・氏名

荒井  祐輔議会事務局長

溝渕　  孝 池本  尚彦 池田  美延
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恒石  浩良

池田  加奈

松本 　 巧

 大野 美智子 都築 　 仁 筒井  義明

山本  裕崇 岡村    昭

竹内  英樹

氏　　名 氏　　名

仙頭  一貴

小松  康人

岡村  俊彰

松坂  充容

職　　員

招 集 年 月 日 平成31年３月28日

招 集 の 場 所 芸西村役場議場

開 会 時 間 午前１４時００分

応 招 議 員

伊藤　  宏

安芸友  幸

岡村  興樹

宮崎  義明

氏　　名

氏　　名
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企画振興課長補佐
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藤川 　 薫

副 村 長
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産業振興 課長
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健康福祉課長補佐

教 育 長

土木環境 課長

会 計 管 理 者

土木環境課長補佐

総務課長 補佐
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【議事の経過】 

 

平成 31年３月 28日（木）                            〔14：00 開会 〕 

 

《開会》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

ただいまの出席議員は 10名です。定足数に達しておりますので、平成 31年第１回芸西村議会臨時会を開

会します。 

本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

《日程第１》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定に

より、本臨時会を通じて、９番松坂充容君、１番岡村俊彰君を指名します。 

 

《日程第２》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

日程第２、会期の決定についてを議題にします。本臨時会の会期につきましては、本日１日限りにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。                     〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認めます。従って、会期は本日１日限りと決定しました。 

 

《日程第３》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

日程第３、議案第23号平成31年度芸西村一般会計補正予算（第１号）を議題にします。提案者の提案理由

の説明を求めます。都築総務課長。 

 

○ 都築 仁 総務課長 

議案第23号平成31年度芸西村一般会計補正予算（第１号）を説明します。 

１ページをお願いします。 （１ｐを読み上げて説明） 

 ４ページをお願いします。今回は歳出のみとなります。（４ｐを通読） 

 今回の補正予算は、役場庁舎の宿日直業務について、当初予定していた委託契約ができなくなったため、

総務課の非常勤職員で対応することとなったために委託料を臨時職員の賃金等へ振替を行ったものでござい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○ 竹内 英樹 議長 

 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第23号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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 全員挙手です。 

 従って、議案第23号は原案のとおり決定しました。 

 

《日程第４》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

日程第４、議案第24号工事請負契約の締結についてを議題にします。提案者の提案理由の説明を求めます。

都築総務課長。 

 

○ 都築 仁 総務課長 

議案第24号を説明します。今回の議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定により、次のとおり工事の請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるもので

ございます。（議案書により契約の目的、契約の方法、契約金額、契約の相手方を説明）別紙及び添付資料

についての説明は省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○ 竹内 英樹 議長 

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第24号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 全員挙手です。 

 従って、議案第24号は原案のとおり決定しました。 

 

《閉 会》 

 

○ 竹内 英樹 議長 

以上をもちまして、本会議に付議された案件は全て終了しました。よって、会議規則第８条の規定により、

平成 31年第１回芸西村議会臨時会を閉会します。                    

    〔14：06閉会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


